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タウンレコーダー遠隔見守りサービス約款 

TOA株式会社（以下、「TOA」といいます）は、TOAが提供するタウンレコーダー遠隔見守りサービス（以下、「本サービス」

といいます）について、タウンレコーダー遠隔見守りサービス約款（以下、「本約款」といいます）を次のとおり定めます。 

 

第１条（範囲）TOAは、本約款に定める内容のほか、本サー

ビスに係る仕様書、注文書、申込書、取扱説明書、本サ

ービス明細その他これに類する各書面（以下、これらを

総称して「各書面」といいます）に記載した条件に従い

本サービスを提供します。なお、各書面に定める内容が

本約款の内容と矛盾するときは、各書面に定めた内容が

優先するものとします。 

２ TOAは、本サービスを利用する契約者（以下、「契約者」

といいます）に対し、契約者が本約款および各書面の記

載事項を遵守することを条件に本サービスを提供しま

す。 

３ 本サービスの提供は、日本国内でのみ行います。 

 

第２条（本約款の変更）TOAは、必要と認めるときは、本約

款の内容を変更することがあります。本約款の内容を変

更したときは、TOAの所定の方法によって契約者に通

知、周知するものとします。 

 

第３条（本サービスの内容および諸条件）本サービスは、

タウンレコーダーにより、クラウド上でカメラを用いて

死活監視、遠隔地監視、遠隔放送ができるサービスで

す。 

２ 契約者は、本サービスの利用にあたり、TOAが指定する

機器を購入する必要があります。 

３ 契約者は、本サービスの利用に必要なインターネット通

信環境を、自ら構築し、維持しなければなりません。 

４ TOAは、本サービスを提供するために、第三者が提供す

るクラウドサービス、通信サービスを利用します（以

下、これらのサービスを提供する第三者を「サービス事

業者」といいます）。契約者は、本サービスの利用にあ

たり、サービス事業者が定める規約、約款その他の遵守

事項に従わなくてはなりません。 

 

第４条（契約の成立）本サービスの利用契約（以下、「本契

約」といいます）は、契約者が行った契約の申し込みに

対してTOAが発する契約成立の通知が、契約者に到達し

たときに成立します。なお、契約者は、申し込みの方法

についてTOAの指示に従わなければなりません。 

 

第５条（契約期間）本契約の契約期間は、タウンレコーダ

ー遠隔見守りサービスプラン表によるものとします。 

２ 契約者が契約期間の自動更新があるプランを契約した

場合、契約期間満了日の 2か月前までに本契約を終了す

る意思表示を TOAに行わない限り、同一条件をもって自

動更新し、以後も同様とします。 

 

 

第６条（料金）本サービスの利用料金および具体的な支払

方法は、各書面によりTOAと契約者の合意をもって定め

るものとします。 

２ 契約者は、本サービスの利用料金の支払いを怠ったとき

は、約定の支払期日の翌日から支払い済みまで年14.6％

の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。 

 

第７条（IDおよびピンコード／SIMカード）契約者は、TOA

から付与するIDとパスワードおよび貸与するSIMカード

がある場合、これらの管理、使用について善管注意義務

を負います。 

２ 契約者は、本契約が終了したときは、TOAから貸与され

たSIMカードを速やかに返却しなければなりません。た

だし、TOAの指示に従い、自らの責任によって廃棄処分

することができます。 

３ TOAは、契約者が前２項の義務に違反したことにより被

った損害について、何ら責任を負いません。 

 

第８条（本サービスの停止）TOAは、本サービスの保守やセ

キュリティ上の理由または不可抗力等やむを得ない事情

がある場合に、本サービスの提供を一時的に停止するこ

とがあります。 

２ 契約者が本サービスの利用料金を指定期日までに支払わ

なかった場合、直ちに本サービスを停止します。 

 

第９条（業務の委託）TOAは、本サービスの業務の一部を第

三者に委託することができます。TOAが第三者に委託し

た場合であっても、本契約上の履行義務はTOAが負うも

のとします。 

 

第10条（調査）TOAは、必要と認める場合に、契約者が本契

約の内容を遵守しているか否か、本サービスを適切に利

用しているか否か、利用環境が適切か否か等について調

査することができます。この場合、契約者はTOAの調査

に協力しなければなりません。 

 

第11条（個人情報等の取得および利用）TOAは、TOAのホー

ムページ上に掲載している「個人情報の取扱いについ

て」に従い、本サービスの提供に必要な契約者の個人情

報等を取得し、管理運用します。 

  TOAの「個人情報の取扱いについて」

（ https://www.toa.co.jp/privacy.htm ） 

２ 契約者は、本契約の申し込み時に前項の取扱いに同意し

たものとみなします。 

 

 

 

https://www.toa.co.jp/privacy.htm
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第12条（知的財産権）本サービスに関するプログラム等に

おける著作権（著作権法第27条および第28条の権利を含

みます）、およびその他の知的財産権並びに所有権（以

下、「知的財産権」といいます。）は、当該プログラム等

を製作した者に帰属するものとします。 

２ 本契約は、契約者に本サービスに関する知的財産権を許

諾するもの、または知的財産権を移転させるものではあ

りません。 

３ 契約者は、次の各号に定める行為をしてはいけません。 

(1) 本サービスに関する知的財産権を、本サービスの利

用に必要な範囲を超え、または本サービスの利用以

外の目的に利用本すること。 

(2) 本サービスに関する知的財産権もしくは他者の知的

財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行

為。 

(3) 本サービスに関する知的財産権の全部または一部に

対する複製、改変、翻案等をすること。 

(4) その他、前各号に類する行為。 

４ 契約者が前項に反したことにより、TOAが損害を被った

場合もしくは被るおそれがある場合は、契約者が全ての

責任を負うものとします。 

５ TOAは、契約者に対し、本サービスのサービスソフトウ

ェアに関する諸権利について、真正権利者から許諾を受

けていることを表明し、保証します。なお、本項に定め

られた事項を除き、真正権利者について一切の保証をす

るものではありません。 

 

第13条（秘密保持義務）契約者は、TOAから秘密であること

を示して開示された情報（開示の時点で公知公用となっ

ているものを除く）を、秘密情報としてその秘密を保持

する義務を負うものとします。 

２ 契約者は、秘密情報を、TOAの事前の書面による承諾な

しに、第三者に開示、漏洩してはなりません。 

３ 契約者は、TOAから要請があった場合または本契約が終

了した場合、一切の秘密情報を直ちにTOAに返還し、ま

たは破棄・消去するものとします。 

 

第14条（中途解約）契約者は、やむを得ない事由がある場

合に限り、TOAの了承を得て本契約を契約期間満了前に

終了させることができます。この場合、契約者は、契約

を終了させようとする日の2か月前までに、TOAに申し出

なければなりません。 

２ 前項の規定により契約期間満了前に本契約が終了する場

合であっても、契約者は、TOAの指示に従い当該契約期

間満了までの本サービスの利用料を支払わなければなり

ません。契約者がすでに契約期間満了までの本サービス

の利用料を支払っている場合、契約者は、本契約の終了

日から契約期間満了までの利用料に相当する金員の返還

を受けることはできません。 

 

 

 

第15条（禁止事項）契約者は、本契約および本サービスに

関して、次の行為を行ってはなりません。 

(1) TOAまたは第三者の権利を侵害し、または侵害する

おそれのある行為 

(2) 本サービスの内容、情報等を改ざんし、または消去

する行為 

(3) 本サービスを妨害し、または不正に利用する行為 

(4) 本サービスに対するソフトウェアの解読、解析、分

析、調査、逆コンパイル、リバースエンジニアリン

グおよび逆アセンブル 

(5) 契約者の地位の全部または一部を第三者に譲渡し、

貸与し、または担保に供する行為 

(6) 前各号に類する行為または TOAが個別に禁止する行

為 

 

第16条（契約の解除）TOAは、契約者が次の各号の一に該当

する場合、何ら通知、催告を要せず本契約を解除するこ

とがあります。 

(1) 前条に定める禁止行為を行った場合 

(2) TOAに届け出た事項に虚偽が含まれていることが判

明した場合 

(3) 支払停止、支払不能状態または銀行取引停止処分を

受けた場合 

(4) 差押え、仮差押えもしくは競売開始の申立てを受け

た場合 

(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合 

(6) 監督官庁等から許認可の停止、取消等の処分を受け

た場合 

(7) 破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てまたは

清算、解散の決議があった場合 

(8) 前各号のほか、TOAと契約者の信頼関係を破壊する

行為があった場合 

２ TOAは、契約者が次の各号の一に該当する場合、相当の

期間を定めて是正を求め、当該期間内に是正されない場

合、本契約を解除することがあります。 

(1) 本約款または各書面に定める条件に反する行為 

(2) 本サービスの目的に適さない利用行為 

(3) 後記のサービス事業者が規定した各種約款、利用規

約等に反する行為 

(4) その他、前各号に類する行為 

３ 前２項により本契約を解除された場合、契約者は、当然

に期限の利益を喪失し、TOAに対する一切の債務を直ち

に弁済しなければなりません。 

 

第17条（損害賠償）TOAは、契約者が本契約の内容に違反し

たことによって、契約者が被った損害について、なんら

責任を負いません。 

２ 契約者は、本契約に定める内容に違反したことによって

TOAに損害を生じたときは、当該損害を賠償しなければ

なりません。 
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３ 本サービスに関し、TOAの責めに帰すべき事由によって

契約者が損害を被ったときは、契約者はTOAに対して当

該損害の賠償を求めることができます。 

 

第18条（損害賠償の制限）前条第3項の場合のTOAの賠償責

任は、契約者の1年あたりの本サービスの利用料を上限

とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、TOAは、本契約に関する損害

賠償責任のうち、予見可能性の有無を問わず特別の事情

から生じた損害および逸失利益について、何ら責任を負

いません。 

 

第19条（免責）TOAは、次に掲げる原因により生じた契約者

の損害について、何ら責任を負いません。 

(1) 地震、台風、津波等の天災地変または暴動、テロ、

デモ等の第三者の行為 

(2) 第三者による不正アクセス、アタック、通信傍受、

ウィルス攻撃等 

(3) バックアップ機能（リカバリー機能なし）の利用に

よって情報の復元が出来ない場合 

(4) TOAの開発に関わらないハードウェア、ソフトウェ

ア、サーバに発生した障害 

(5) サービス事業者が提供するサービスの不具合または

サービス事業者による通信の停止または制限 

(6) 各種法令または裁判所等の公的機関の指示、命令等

に従った場合 

(7) 契約者がネットワーク通信の構築、維持を適切に行

わなかった場合 

(8) 天候などの自然現象による障害 

(9) その他、TOAの責めに帰すべき事由によらない場合 

２ 前項各号のいずれかが発生したときは、TOAは、本サー

ビスを停止することがあります。また、本サービスの再

開の目途が立たない場合、TOAは、本契約を解除するこ

とができるものとします。 

３ 前項の本サービスの停止または本契約の解除があった場

合、TOAは、契約者が被ったいかなる損害についてもそ

の責めを負いません。 

 

第20条（表明保証）契約者は、次の内容を表明し、保証す

るとともに、契約期間中これらを遵守しなければなりま

せん。 

(1) 自らが反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびそ

の関係団体等をいう。）でないこと。 

(2) 反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利

用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして TOA

の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行わな

いこと。 

(3) 不当要求行為等をなさないことおよび主要な出資

者、または役職員が反社会的勢力の構成員でないこ

と。 

 

２ TOAは、契約者が本条に違反した場合には、催告その他

何等の手続を要することなく、直ちに締結した全ての契

約の全部または一部を解除することができるものとしま

す。この場合、契約者は、解除により被った損害の賠償

を TOAに求めることはできません。 

３ 前項の場合において、TOAは契約者に対し、契約解除に

よって被った損害の賠償を請求することができるものと

します。 

 

第21条（非保証）本サービスは、タウンレコーダーにより

クラウド上でカメラを用いて死活監視、遠隔地監視、音

声放送機能を提供するものであり、TOAは完全保証、権

利保証の確約等のあらゆる保証責任を負うことはできま

せん。 

 

第22条（協議事項）TOAおよび契約者は、本契約に定めのな

い事項および本契約の内容に疑義を生じた場合、誠意を

もって協議の上、解決するものとします。 

 

第23条（存続）本契約が終了した場合でも、本約款に定め

る第11条ないし第13条、第17条ないし第19条および第24

条の規定はそのまま有効に存続するものとします。 

 

第24条（裁判管轄）本契約に関してTOAと契約者間に生じる

一切の紛争に関しては、神戸地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とします。 

 

第25条（再販売等）契約者は、本契約条件を遵守させるこ

とを条件に、本サービスを第三者に販売することができ

ます。 

  ただし、本契約上、TOAが保有、帰属する権利（例えば

知的財産権等）は、再販売があった場合でも契約者、第

三者に移転せず、TOAが保有、帰属するものとします。 

２ 契約者が本サービスを再販売する場合、当該再販売契約

の当事者には、本約款上の「TOA」を「本サービスの販

売者」、「契約者」を「本サービスの購入者」と読み代

えて本約款を適用します。 

 

◆サービス事業者利用規約等 

本サービスを利用するにあたり、TOA以外のサービス事業

者が定める規約等は次のとおりであり、当該各規約等を遵

守していただきます。 なお、当該規約は、各サービス事

業者の判断によって変更することがあり、変更した場合

は、変更後の内容を適用して遵守していただきます。 

(1)フリービット株式会社が公表している SIM 利用に関    

する規約、ポリシー、ガイドライン等（通信機能が LTE

の場合） 

(2)京セラコミュニケーションシステム株式会社が公表し

ているSIGFOXサービス利用規約、ポリシー、ガイドラ

イン等（通信機能がSIGFOXの場合） 

(3)Google LLCのGoogleマップ・Google Earthに関する規約

（https://www.google.com/intl/ja_jp/help/terms_maps/） 

https://www.google.com/intl/ja_jp/help/terms_maps/
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◆タウンレコーダー遠隔見守りサービスプラン表 

■サービスプラン 

通信 

機能 
サービスプラン名 

利用料金 

支払方法 
契約期間 最低利用期間 自動更新 

SIGFOX 

メール通知プラン 5年 5年分一括 5年 5年 

- メール通知プラン 1年 (期間延長用) 1年分一括 1年 1年 

メール通知プラン 7年 7年分一括 7年 7年 

LTE 

メール通知プラン LTE 5年 5年分一括 5年 5年 

- メール通知プラン LTE 1年 (期間延長用) 1年分一括 1年 1年 

メール通知プラン LTE 7年 7年分一括 7年 7年 

拡声ライブプラン Light 

月払い 1ヵ月 1年 あり 
拡声ライブプラン 

拡声ライブプラン DL Light 

拡声ライブプラン DL 

拡声ライブプラン Light 1年 

1年分一括 1年 1年 あり 
拡声ライブプラン 1年 

拡声ライブプラン DL Light 1年 

拡声ライブプラン DL 1年 

ダウンロードプランワイド 1年 1年分一括 1年 1年 あり 

ダウンロードプランワイド 5年 5年分一括 5年 5年 - 

ダウンロードプランワイド 7年 7年分一括 7年 7年 - 

拡声ライブプランDLワイド 1年 1年分一括 1年 1年 あり 

拡声ライブプランDLワイド 5年 5年分一括 5年 5年 - 

拡声ライブプランDLワイド 7年 7年分一括 7年 7年 - 

  ※ダウンロードプランワイド、拡声ライブプランDLワイドはカメラ台数10台以上の購入が必要です。 

 

■オプション 

オプション名 
利用料金 

支払方法 
契約期間 最低利用期間 自動更新 

コネクトユーザーID 月払い 1ヵ月 1年 あり 

コネクトユーザーID 1年 1年分一括 1年 1年 あり 

コネクトユーザーID 5年 5年分一括 5年 5年 - 

コネクトユーザーID 7年 7年分一括 7年 7年 - 

同時ログイン数 追加オプション 月払い 1ヵ月 - あり 

日本語放送オプション 月払い 2年 2年 あり 

多言語放送オプション 月払い 2年 2年 あり 

データチャージ10GBオプション 一括 - - - 

 

以上 


